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１ 受付期間 

受付開始：令和７年４月１日（火） 

  受付締切：令和７年 11 月 28 日（金）（郵送の場合は当日消印有効） 

２ 申請書提出先・問い合わせ先 

 (1) 申請書の提出先  

   長野市商工労働課 

   住  所：〒380-8512 長野市大字鶴賀緑町 1613 番地 

電 話：026-224-8342 

受付時間：8:30～17:15（土日祝日を除く）、郵送提出も可能です。 

※交付申請書等の様式は、長野市のホームページからダウンロードできます。 

 https://www.city.nagano.nagano.jp/n140300/contents/p006086.html 

 

 

１ 制度の目的  

  本補助金は、エネルギー価格高騰や物価高騰の影響を受ける中小企業者が、労働生産性

の向上に資する設備投資を行うことで事業の省力化、効率化を実現させ、従業員への賃上

げを実施するための取組を支援することを目的とします。 

 

２ 用語の定義  
本補助金における用語の定義は以下のとおりです。 

 

中 小 企 業 者 : 中小企業等経営強化法（平成 11 年法律第 18 号）第２条第１項 

の中小企業者 

大 企 業 ： 中小企業者以外の事業者であって、資本金の額又は出資の総額が３ 

億円より大きい会社 

み な し 大 企 業 ： 次の各号のいずれかに該当する者をいう 

（ア） 発行済株式の総数又は出資価額の総額の２分の１以上を同一の大

企業が所有している中小企業者 

（イ） 発行済株式の総数又は出資価額の総額の３分の２以上を大企業が 

所有している中小企業者 

（ウ）大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の２分の１以

上を占めている中小企業者 

先 端 設 備 等：中小企業等経営強化法第２条第１項に規定する先端設備等をいう 

先端設備等導入計画：中小企業等経営強化法第 52 条第１項に規定する先端設備等導入計

画であって、同条第４項又は第 53 条第１項の規定により市長から認定

を受けたものをいう 

 

 

 

 

 

 

https://www.city.nagano.nagano.jp/n140300/contents/p006086.html
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３ 先端設備等導入計画について  

 本補助金の申請をするためには、事前に長野市から「先端設備等導入計画」の認定

を受けていることが必要です。 

「先端設備等導入計画」は中小企業者が計画期間内に先端設備等を導入することに

より、労働生産性を向上させることを目的とした計画です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請方法の詳細は、以下の長野市ホームページをご覧ください。 

https://www.city.nagano.nagano.jp/n140300/contents/p003952.html  

※既に導入済の設備については、認定できません。 

 

４ 補助対象者  

  補助対象者は、以下（１）～（８）の要件を全て満たす事業者とします。 

（１）中小企業者であること（大企業又はみなし大企業でないこと）。 

（２）令和７年４月１日以降に長野市から先端設備等導入計画の認定を受けていること。 

（３）認定を受けた先端設備等導入計画で従業員に対する賃上げ表明をしていること。 

（４）市内で従業員が１名以上常勤する事務所等に導入する先端設備等であること。 

（５）補助対象経費について、国・県・市又は他の公的機関による補助金等の交付を受けて

いない、又は受ける予定がないこと。 

（６）市税に未納がないこと。 

（７）代表者、役員又は従業員等が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する

法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）又は暴力団関係者（長野

市暴力団排除条例第６条第１項に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。）ではな

いこと及び運営又は経営に暴力団員又は暴力団関係者が参画していないこと。 

（８）風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律（昭和 23年法律第 122 号）第２条

第５項に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る同条第 13 項に規定する接

客業務受託営業を行う者でないこと。 

https://www.city.nagano.nagano.jp/n140300/contents/p003952.html
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５ 補助率・補助金額  

（１）本事業の補助率等は以下のとおりです。 

補 助 率 補助対象経費（税抜）から 1,500 万円を 

差し引いた金額の２分の１以内 

補助金額 上限：300 万円 

※補助金額は、複数の補助対象経費の合計額に補助率を乗じて算出します。また、

1,000 円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とします。 

（２）補助金額の例 

①取得価額 1,800 万円の先端設備等 1 件を導入する場合、 

 （1,800 万円－1,500 万円）＝300 万円 

②取得価額 1,800 万円と 1,700 万円の先端設備等２件を導入する場合、 

    （1,800 万円－1,500 万円）＋（1,700 万円－1,500 万円）＝500 万円 

 

６ 補助対象事業及び経費  

（１）補助対象となる経費は、取得する先端設備等１件あたりの金額が、1,500 万円以上の

ものとします。ただし、通常一体として導入しなければ使用することができないもの

は合計額で１件とみなします。 

（２）補助対象となる事業は、以下の（ア）～（エ）に掲げる要件をいずれも満たすものと

します。 

（ア）令和８年１月 31日までに完了する事業であること。 

令和８年２月１日以降に発注や引き渡し、支払等を行っても、経費は補助対象にで 

きません。 

 （イ）取得する設備は認定を受けた先端設備等導入計画に記載されているものであり、直 

接生産活動の用途に使用するものであること。 

（ウ）対象外の経費でないこと 

・必要な経理書類を用意できないもの 

・申請者の名義と一致しない取引によるもの 

・施設、機器等を市外に設置することを主な目的としているもの 

・自社内部（グループ企業間を含む）の取引によるもの 

・オークション品の購入（インターネットオークションやフリーマーケットサイトを

含む） 

・電話代、インターネット利用料金（基本料金を含む）等の通信費 

・金融機関などへの振込手数料（ただし発注先が負担する場合は補助対象とする）、

代引手数料、インターネットバンキング利用料、インターネットショッピング決済

手数料等 

・公租公課 

・各種保障・保険料 

・仮設の構築物に係る費用 

・仮想通貨、クーポン、各種ポイント（クレジットカード会社から付与される場合を

含む）、金券、商品券（各市町村などの公的機関において発行されるプレミアム付
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き商品券を含む）での支払い、自社振出・他社振出にかかわらず小切手や手形での

支払い、相殺による決済 

・事業内容が射幸心をそそるおそれがある事業、公の秩序もしくは善良の風俗を害す

ることとなるおそれがある事業、又は公的な支援を行うことが適当でないと認めら

れる事業（例：賭博、性風俗関連特殊営業等）に係る経費 

・上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費 

（３）その他、補助対象経費全般にわたる留意事項 

（ア）補助対象となる経費は、次の（ⅰ）～（ⅲ）の条件をすべて満たすものとなりま

す。 

（ⅰ）認定を受けた先端設備等導入計画に設備の名称や設置場所の記載がある経費 

（ⅱ）交付決定日以降に発注し、補助事業期間内に支払が完了する経費 

（ⅲ）証拠資料等によって支払金額が確認できる経費 

（イ）補助事業を行うに当たっては、当該事業について区分経理を行ってください。補助

対象経費は当該事業に使用したものとして明確に区分できるもので、かつ証拠書類

によって金額等が確認できるもののみとなります。 

（ウ）電子商取引を利用する際は、必ず事前に交付申請や実績報告に必要な書類（見積

書・請求書・領収書等）が受領可能か確認を行ってください。 

（４）見積書について 

  申請時添付書類の見積書は原則として２者以上の見積を必須とします。 

※１者とすることに相当の理由がある場合（契約の内容によって相手方が特定される場合等） 

一者選定事由書（様式第１－３号）の提出が必要です。 

※なお、ソフトウェア開発に係るものは理由を問わず２者以上の見積が必要です。 

 

７ 申請手続  

（１）申請スケジュール 

受付締切日 令和７年 11 月 28 日（金） 

交付決定通知 審査完了後（書類提出後、おおむね３週間後） 

（２）申請書提出先 

本補助金に係る相談、申請書類の提出は長野市商工労働課で受付します。 

受付時間：8：30～17：15（土日祝日を除く） 

（３）提出方法 

長野市商工労働課へ持参または郵送してください。 

（郵送の場合は、締切日当日までの消印有効） 

（４）補助事業の流れ 
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※事前に本市から先端設備等導入計画の認定を受けている必要があります。認定申請に 

ついてはＰ２「先端設備等導入計画について」を参照してください。 

（５）交付申請書等の提出 

受付期間内に以下の書類を各１部作成し、長野市商工労働課へ提出してくださ

い。申請書類をもとに審査を行います。なお、申請書類等の返却はいたしませんの

で、コピーを取るなど、控えを１部保管してください。また、必要に応じて追加資

料の提出及び説明を求めることがあります。 

（ア）税抜き金額で申請を行ってください。 

（イ）申請書類に対象経費の算定誤り等の不備があった場合には、申請書類の訂正・再

提出が必要です。 

【提出書類一覧】 

    （市ホームぺージなどで様式を入手していただくもの） 

① 長野市先端設備等導入支援事業補助金交付申請書（様式第１号） 

② 事業計画書（様式第１－１号） 

③ 同意書兼誓約書（様式第１－２号） 

④ 一者選定事由書（様式第１－３号）（２者以上の見積が提出できない方） 

（先端設備等導入計画関係） 

⑤ 先端設備等導入計画認定書の写し 

⑥ 先端設備等導入計画に係る認定申請書、別紙 先端設備等導入計画の写し 

⑦ 先端設備等導入計画に係る投資計画に関する確認書の写し 

⑧ 賃上げを表明する書面の写し 

    （申請者自身で入手、作成していただくもの） 

⑨ 積算根拠資料（見積書等）、仕様書（ソフトウェア開発を伴う場合のみ） 

⑩ （法人）法人登記簿の写し（個人）住民票の写し 

⑪ 直近の確定申告書の写し等事業所得がわかるもの 

⑫ 設備を設置する事業所で従業員を雇用していることがわかるもの（賃金台

帳等） 

⑬ 従業員の雇用に関する誓約書（事業所の新設等やむを得ない事情で、従業

員を雇用していることがわかる書類を提出できない場合） 

 

８ 申請結果の通知、変更・中止等  

（１）結果の通知 

申請者全員に対して郵送により結果を通知します。 

（２）交付決定後の変更、中止または廃止 

交付決定後に、補助金額や経費の配分、取組内容等を大きく変更しようとする場

合、又は補助事業を中止（一時中断）、廃止（実施取りやめ）する場合は、事前に市

の承認を得なければなりません。なお、増額変更はできません。 

 

９ 報告書の提出等  

（１）実績報告書の提出 

補助事業を終了した後、下記の書類を各１部、長野市商工労働課へ持参または郵送 
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してください。審査を行い、補助金額の確定を行い通知します。 

なお、提出書類に対象経費の算定誤り等の不備があった場合には、申請書類の訂

正・再提出が必要です。 

また、報告書の内容や取組の効果について、聞き取り調査等をお願いすることがあ

ります。 

【提出書類一覧】 

（市ホームぺージなどで様式を入手していただくもの） 

① 長野市先端設備等導入支援事業補助金実績報告書（様式第４号） 

② 経費明細表（様式第４－２号） 

（申請者自身で入手・作成していただくもの） 

③ 領収書・契約書の写し（支払証拠書類） 

  ※１ 機器名など詳細について記載のない領収書は、請求書の写しを一緒に提

出してください。 

   ※２ 開発を伴うソフトウェア費は契約書の写しを一緒に提出してください。 

 ※３ 支払証拠書類の名義は、申請者名義と一致しているか確認してください。        

④ 補助事業により購入した機器等の写真 

  設置・導入機器のカラー写真または画像データをカラー印刷したもの 

【実績報告提出期限】 

報告期限は補助事業の完了した日から起算して 10 日を経過した日又は令和８年１

月 31 日のいずれか早い日です。 

※補助事業の完了した日とは、補助事業の対象とする全ての機器等に関して、 

①調達（引渡し）の完了、②支払の完了いずれの条件も満たす日とします。 

（２）交付請求書の提出 

補助金額の確定通知を受け取った後、長野市先端設備等導入支援事業補助金交付 

請求書（様式第５号）を１部、長野市商工労働課へ提出してください（郵送提出も 

可能です）。 

補助金は後日、書類に記載された口座に振り込みます。 

 

10 注意事項  

（１）補助事業の事前着手（交付決定前の機器の発注や関連する国補助金の申請など）は

できません。 

（２）補助金で導入した設備・機器を市外の営業所等へ設置することはできません。ま

た、完了後５年間は移設もできません。 

（３）申請後に市税に未納があることや、運送業に係る許可取消・事業停止処分といった

行政処分を受けていることが判明した場合は不交付とすることがあります。 

（４）取得財産等の目的外使用、譲渡、担保提供、廃棄等の処分には制限があります。処

分制限期間内に取得財産（単価 50万円（税抜）以上の財産及び効用増加があるとみ

なされるもの等）を処分する場合には、必ず市へ承認を申請し、承認を受けた後で

なければ処分できません。 

市は、財産処分を承認した補助事業者に対し、当該承認に際し、残存簿価等から算

出される金額の返還のため、交付した補助金の全部または一部に相当する金額を納
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付させることがあります。承認を得ずに処分を行った場合、補助金の交付決定取消

や返還の対象となります。 

（５）補助事業に係る経理について、帳簿や支出の根拠となる証拠書類については、補助

事業が完了した年度の終了後５年間保存しなければなりません。 

（６）交付決定後、５年間は市が行う本事業についての広報活動に協力してくださ 

（７）補助金の返還 

市は補助対象事業完了後５年以内に次に当てはまることが判明した場合、交付定 

を取り消し、補助金の返還を求めることがあります。 

    ・目的外での使用、あるいは売却等により、事業計画書に記載した取組を実施して 

いないことが判明した場合 

    ・導入した機器等を市外に移設した場合 

・補助事業で設置した施設等について、都市計画法等関係法令に基づく監督処分や 

是正措置といった行政処分がなされ、是正の見込みがない場合。 

    ・その他、補助金の対象要件から著しく逸脱した場合 

（８）申請・補助事業者は、本要領、交付要綱やホームページ等の案内に記載のない細部 

については、市からの指示に従うものとします。 

 

11 その他  

（１）補助事業を実施することにより、産業財産権が発生した場合は、その権利は申請者

に帰属します。 

（２）申請内容の確認や補助事業の進捗状況確認のため、市が訪問や実地検査を行うこと

があります。また、必要に応じ国や県などの関係機関に情報提供を行います。 

（３）申請情報を今後の市からの支援情報の提供等に活用させていただく場合がありま

す。 

（４）導入する機器等について、その機器が補助対象であることを周知するため、ホーム

ページで広報を行います。 


